
令和２年３月２４日 

保護者の皆様 

   昭島市教育委員会  

 

 

新型コロナウィルス感染症対策に係る今後の教育活動について  

 

平素より、昭島市の学校教育にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。  

さて、昭島市教育委員会では春季休業及び新学年を迎えるにあたって、今後の教育活

動を下記の通り実施します。  

保護者の皆様におかれましては、引き続きご家庭においてお子様の健康観察と健康

管理に万全を期すよう、お願い申し上げます。  

 

記 

 

１ 学校再開について  

昭島市立小・中学校全校において、４月６日（月）の始業式より通常通りに再開し

ます。 

 

２ 学校再開に向けた春季休業日中の取組について 

登校日又は補習日を春季休業日中の午前の時間で１回、実施します。対象は現小学

校第１学年児童から中学校第２学年生徒です。給食はありません。なお、児童・生徒

が学校を欠席した場合は、欠席扱いにはなりません。  

 

３ 入学式について 

規模を縮小し、時間を短縮して実施します。参列者は新入生、教職員、代表児童・

生徒数名、保護者２名までとします。 

 

４ 始業式について 

規模を縮小し、校庭で行います。なお、雨天時は体育館等を換気し、児童・生徒間

の間隔を十分にとったりマスクを着用させたりするなどの対応をします。 

 

５ 給食について 

小学校は４月８日（水）、中学校は９日（木）から開始します。  

 

６ 部活動について 

春季休業中は中止します。  

 



７ 当面の教育活動について 

・手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底を図ります。  

・グループ学習や給食時の机の向きは子ども同士が対面しないようにします。   

・マスク着用での学習を励行します。  

・音楽の授業は可能な限りスペースを取り換気をして実施します。  

・離任式や 1 年生を迎える会等、全校児童・生徒が一堂に会する行事等は、可能な限

り校庭で実施します。雨天等のため体育館で実施する場合は、始業式の取組に準じ

ます。 

・体育館での体育の学習は密集や密着を避け、室内換気の徹底を図ります。  

・交通機関等を使用する校外学習は実施しません。      

・保護者会、ＰＴＡ総会は室内の換気をし、マスクの着用や保護者の間隔を十分にと

るなど最大限の感染リスクの対応・対策に努めて実施します。 

・児童・生徒の健康観察を継続して取り組みます。 

 

８ 健康管理について  

毎朝、体温を測定するなど、お子様の健康観察を行ってください。  

次のような場合には多摩立川保健所に相談の上、必要に応じて医療機関で診療を受

けてください。 

 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日間以上続く 

（解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様）  

 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合  

多摩立川保健所：電話０４２－５２４－５１７１（平日９時～１７時）  

お子様が新型コロナウィルスに感染した、または濃厚接触者に特定された場合には

速やかに学校へ連絡をいただきますよう、お願いいたします。  

 

９ その他 

・生活リズムの乱れや休業中に友達に会えなかったことによるストレスから、不登  

校になった子どもへのカウンセリングをＳＣ及び心理士を活用し実施します。  

・国や都の動向により、上記確認事項は変更する場合があります。  
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